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平成２８年労第１３９号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

理  由 

 

第１ 再審査請求の趣旨及び経過 

１ 趣  旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督

署長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした

労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号。以下「労災保険法」という。）

による休業補償給付を支給しない旨の処分を取り消すとの裁決を求めるというに

ある。 

２ 経  過 

請求人は、Ａ会社の取締役という立場において、コンビニエンスストアーのＢ

店で業務に従事しているところ、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託

して、平成○年○月○日に労災保険法第３４条の規定に基づく第一種特別加入者

として労働局長から承認を受けていた者である。 

請求人は、平成○年○月○日、振込業務のため、自ら自動車を運転してＣ銀行

Ｄ支店に向かう途中、交差点において、右折待ちをしていた自動二輪車に追突（以

下「本件事故」という。）し、負傷した（以下「本件負傷」という。）。 

請求人は、同月○日、Ｅ病院に受診し「頚椎捻挫、右足関節捻挫」と診断され

た。その後、平成○年○月○日、Ｆ整形外科に転医し、「外傷性頚部症候群」と

診断された。 

請求人は、本件負傷は業務上の事由によるものであるとして、療養補償給付及

び休業補償給付を請求したところ、監督署長は、請求人の本件負傷は業務上の事

由によるものであると認め、これらを支給したが、平成○年○月○日から同年○

月○日までの期間（以下「本件請求期間」という。）に係る休業補償給付について

は、本件請求期間の全ての日において、特別加入申請書に記載された業務の内容

全てができない状態であったとは認められないとして、これを支給しない旨の処
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分をした。 

請求人は、この処分を不服として、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」

という。）に審査請求をしたが、審査官は、平成○年○月○日付けでこれを棄却し

たので、請求人は、更にこの決定を不服として、本件再審査請求に及んだもので

ある。 

第２ 再審査請求の理由 

（略） 

第３ 原処分庁の意見 

（略） 

第４ 争  点 

本件の争点は、請求人の本件請求期間にかかる休業補償給付の請求に対し、これ

を支給しないとした監督署長の処分が妥当であると認められるか否かにある。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 事実の認定及び判断 

１ 当審査会の事実の認定 

（略） 

２ 当審査会の判断  

  当審査会としては、請求人運転の自動車による自動二輪車への追突という本件

事故の状況及び本件負傷から２日後の受診であったという事情、受傷の部位と治

療内容を精査したところ、長期にわたる療養が必要であるとは判断し得ないもの

であること、さらに、Ｇ医師及びＨ医師共に、請求人の状況につき、全部労働不

能であるとして本件請求期間について休業を要する旨の所見は示してはいないこ

となどの点からみて、当審査会としても、決定書理由に説示するとおり、本件請

求は認められないものであると判断する。 

３ 以上のとおりであるから、監督署長が請求人に対してした、本件請求期間にか

かる休業補償給付を支給しないとした処分は妥当であって、これを取り消すべき

理由はない。      

 

よって主文のとおり裁決する。 


